




雇止めしてしまえばよいというわけではありません。法律上、

雇止めを一定の場合には無効とするルールが別にあり、それ

に抵触してしまえばそのような雇止めができません。

その他に無期転換申込権の発生を避ける方法として、あら

かじめ更新を行わない旨や更新回数に上限を設けた合意をす

る方法もあります。もっとも、これまでは上限が設けられていな

かったのに更新の際から上限回数を設けた場合など、その有

効性が問題にあるケー スがありますので、ただ合意すれば安

心というものでもありません。

日 まとめ

有期契約労働者が一定の条件を満たすと無期転換を申し

込むことができることは法律上の権利です。そのため、企業と

しては、無期転換申込の権利が発生することを許容するのか

しないのか。また、無期転換を許容する場合は、無期転換後の

労働条件をどうするのか。さらに、無期転換を許容しない場合

は、無期転換申込権が発生することを避けるためにどうする

のか、といったことを考えていく必要があります。
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一方、企業としては、優秀な人材を採用したい、有期契約労働者のモチベーションの維持・向上しながら良い

方にはできるだけ長く働いて欲しいという希望もあるかと思います。

そのため、特に有期契約労働者が多数いる企業については、無期転換制度を含めて有期契約労働者につい

てどのような制度設計を行うのかを十分に検討されることをおすすめ致します。

（弁護士法人よつば総合法律事務所 弁護士 小林義和）

弁護士法人よつば総合法律事務所（弁護士ll名 ，スタッフ9名）では ，柏法人会の会員の皆様を対象と
した無料相談を行っております。こ相談の際は柏法人会又は当事務所まで直接ご連絡下さい。（当事
務所に直接のこ連絡の際は ，柏法人会会員である旨をお伝え下さい。）
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